
引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

令和7年度一般会計当初予算における上記経費の充当状況は、次のとおりです。

（歳入）

・市町村交付金（社会保障財源化分）

（歳出）

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】
（単位：千円）

社会福祉総務運営事務事業（扶助費） 196,360 136,732 31,224 28,404

介護保険会計繰出金事業（介護給付費繰出金） 83,494 2,274 55,000 26,220

後期高齢者医療繰出事業（療養費負担繰出金） 89,112 13,825 45,000 30,287

こども医療費助成事業（こども医療費助成金） 58,750 8,591 35,000 10,000 5,159

合　　　計 427,716 161,422 35,000 141,224 90,070

区　分 対象経費

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

国(県)
支出金

村債 その他
引き上げ分の地方消費税

（社会保障財源化分の市町村交付金） その他

427,716 千円

141,224 千円
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